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第313回高知県議会（ 6月）定例会日程

月 日 曜 日 会 議 イ了 事

開会

会期の決定 (15日間）

6月27日 月 本会議
議案の上程14件（予算 3、条例 8、その他 3)

提出者の説明

尾崎知事

委員長報告

28日 火 休会 議案精査

29日 水 休会 議案精査

議会運営委員の選任

30日 木 本会議
南海地震対策再検討特別委員の選任

質疑並びに一般質問

森田議員岡本議員上回議員

7月 1日 金 本会議
質疑並びに一般質問

西森（雅）議員坂本（孝）議員西内（健）議員

2日 土 休会

3日 日 休会

質疑並びに一般質問

4日 月 本会議 依光議員明神議員

委員会付託

5日 火 休会 委員会審査

6日 水 休会 委員会審査

7日 木 休会 委員会審査

8日 金 休会 委員会審査

9日 土 休会

10日 日 休会

故山本広明議員に対する追悼の辞

委員長報告

修正動議（議発第 2号）

提出者の説明

吉良議員

号目斗リ号日ム開

桑名議員

採決
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11日 月 本会議

議案の上程（議発第 1号）

採決

議案の上程（議発第 3号一議発第10号）

採決

議案の上程（議発第11号）

採決

議案の上程（議発第12号）

手↓壬ム
日J日間

中根議員

採決

高知県競馬組合議会議員の補欠選挙

特別委員会の設置

継続審査の件

閉会
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平成23年7月4日
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平成23年 7月4日（月曜日） 開議第4日

出席議員 37番 吉 良 富 彦 君

1番 加藤 漠君 38番 米田 稔君

2番 川井喜久博君 39番 塚 地 佐 智 君

3番 坂本孝幸君 欠席議員

4番 西内 健君 な し

5番 西内隆純君

6番 弘田兼一君

7番 明神健夫君

8番 依光晃一郎君 説明のため出席した者

9番 梶原大介君 女日 事 尾 崎 正 直 君

10番 桑名龍吾君 高リ 矢口 事 十 河 清君

11番 佐竹紀夫君 総務部長 思田 馨 君

12番 中面 哲君 危機管理部長 森部慎之助君

13番 一 石文隆君 健康政策部長 入福聖一君

14番 森田英二君 地域福祉部長 小田切泰禎君

15番 武石利彦君 文化生活部長 大 崎 富 夫 君

16番 浜田英宏君 産業 振 興
岩 城 孝 章 君

17番 樋口秀洋君 推進 部 長

19番 溝淵健夫君 理 事 （交通
片岡万知雄君

運輸政策担当）
20番 土森正典君

商工労働部長 高松清之君
21番 西森潮一君

観光振興部長 久保博孝君
22番 西岡寅八郎君

農業振興部長 杉本雅敏君
23番 清藤真司君

林業振興・
24番 ふぁーま一土居君 環境部長

田村壮児君

25番 横山浩一君 水産振興部長 東 好男君

26番 上田周五君 土木 部 長 石井一生君

27番 中内桂郎君 会計管理者 吉田員里君

28番 西森雅和君 公営企業局長 安岡俊作君

29番 黒岩正好君 教育委員長 小 島 一 久 君

30番 池脇純一君 教 二円t三 長 中津 卓史 君

31番 高橋 徹君 人事委員長 山本俊二郎君

32番 大石 宗君 人事委員会

33番 坂本茂雄君 事務 局 長
岡田 明君

34番 田 村 輝 雄 君 公安委員長 近森正幸君

35番 岡本和也君 警察本部長 加 藤 晃 久 君

36番 中根佐知君 代表監査委員 朝 日 満 夫 君
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監査委員
事務局長

事務局職員出席者

事務局長

事務局次長

議事課長

政務調査課長

議事課長補佐

主 任

主 事

中島佳代子君

鍵山和司君

浜口真人君

橋田博之君

池本佐 君

山名正純君

森沢 麻君

村岡高志君

議事日程（第4号）

平成23年 7月4日午前10時間議

第 1

第 9号高知県旅券法関係子数料徴収条例の

一部を改正する条例議案

第 10号 高知県高校生修学支援基金条例のー

部を改正する条例議案

第 11号 高知県立武道館の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例議案

第 12号県有財産（債権）の譲渡に関する議

省7f三" 

第 13号 高知県税務総合システム開発等委託

業務契約の締結に関する議案

第 14号高知県公立大学法人に係る中期目標

の制定に関する議案

第 2 一般質問

( 2人）

午前10時間議

第 l号 平成23年度高知県一般会計補正予算 ｜ O議長（中面哲君） これより本日の会議を聞き

第 2号

第 3号

第 4号

第 5号

平成23年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算

平成23年度高知県病院事業会計補正

予算

高知県手数料徴収条例の一部を改正

する条例議案

職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条

例議案

第 6号高知県税条例の一部を改正する条例

議案

第 7号過疎地域等における県税の課税免除

に関する条例及び半島振興対策実施

地域における県税の不均一課税に関

する条例の一部を改正する条例議案

第 8号高知県立幡多看護専門学校の設置及

び管理に関する条例等の一部を改正

する条例議案

ます。

諸般の報告

O議長（中西哲君） 御報告いたします。

議会運営委員会から、山本委員長の御逝去に

伴い、新たに溝淵健夫君を委員長に互選した旨

通知がありましたので御報告いたします。

質疑並びに一般質問

。議長（中西哲君） これより日程に入ります。

日程第 l、第 1号「平成23年度高知県一般会

計補正予算」から第14号「高知県公立大学法人

に係る中期目標の制定に関する議案」まで、以

上14件の議案を一括議題とし、これより議案に
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対する質疑並びに日程第 2、一般質問をあわせ

て行います。

8番依光晃一郎君。

( 8番依光晃一郎君登壇）

08番（依光晃一郎君） 皆様おはようございま

す。依光晃一郎でございます。議員になって初

めての質問をさせていただきます。前置きが少々

長くなりますが、お許しをいただきます。

さて、県議に上げていただきまして約 3カ月

がたちました。私は文化厚生委員会に所属しま

して、本庁及び出先機関の業務概要調査という

ことで、県庁の仕事をいろいろと勉強させてい

ただきました。その中で感じましたことは、私

が見させていただいたごく一部のお仕事ですら

多岐にわたる業務内容で、その中で県の職員の

皆様方が奮闘されている姿でした。医療・福祉

分野では、高知県の雇用情勢や経済の低迷が県

民生活に深刻な影響を与えており、その生活を

支えている県庁の皆様方のお仕事を、これまで

以上に過酷なものにしていることを痛感いたし

ました。

改めまして、産業振興計画を成功させ、高知

で安心して生活するための基盤である働く場所

をつくることがぜひとも必要であると感じてお

ります。私が今回立候補するに当たりましてお

訴えさせていただいたことは、何としても雇用

の場をつくらねば、我々の世代が頑張らねばと

いうことでした。地域の皆様方からも働く場を、

地域の担い手を何とかしてほしい、そんな声を

多く聞かせていただきました。高知には多くの

課題が山積しておりますが、仕事の問題、担い

手の問題を解決せずして、ほかの問題の解決は

あり得ないとの確信を得ました。

中山間地域の疲弊は、集落の消滅という事例

も引き起こしています。集落にある数百年にわ

たって守られてきた神社がだれも管理できなく

なったり、幾世代にもわたって毎年作付されて

／（ 
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きた田んぼがここ数年で何も植えられなくなる。

効率化、集約化の流れの中で、昔ながらのもの

は消えていく運命といえばそれまでですが、長

い時聞をかけて守られてきたものが自の前で消

えていくことに対して責任を感じざるを得ませ

ん。私は、この雇用の場づくりと担い手の問題

が、これまで土佐の先人が築いてきたかけがえ

のない文化や伝統の継承にかかわる非常に重要

なことだと思っています。ことしの産業振興計

画では正念場という言葉が使われていますが、

今やらなければ大事な土佐の伝統文化が消えて

しまう。そういう意味でも、私も今が土佐文化

の正念場と考えています。

さて、県庁の仕事をこれまでと違った形で見

るようになり、また県庁の職員のお話を聞く中

でよく耳にする言葉として、 PDC Aサイクル

というものがあります。言うまでもないことで

はありますが、プラン一一一計画、ドゥ一 実

行、チェック 評価、アクト一一改善ですが、

高知県の民間企業では余り聞くことがないため

少し驚きましたO これは民間がPDC Aサイク

ルをおろそかにしているということではなく、

PDC Aサイクル自体が血肉化されていて言語

化されていないということであると思います。

民間にとっては、お客さんの評価がそのまま

売り上げに直結しますから、間違った計画、実

行を行えば売り上げの減少という形で直接結果

となって返ってきます。商売人にとって PDC 

Aは日々の当たり前のことですし、手持ちのお

金があろうがなかろうが、新たな計画を立て、

知恵を絞ってお客さんの評価を得ょうと頑張り

ます。片や行政は、担当部局が前年度の事業や

業務、新規事業について、これだけの予算が必

要であるということを財政当局に予算要求し、

認められればお金が確保できます。民間経営で

は当然の考え方が、行政では強く意識化しない

といけないということを改めて感じました。高
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知県においては、 PDC Aに対して強い意識化

が行われているということで、非常に頼もしく

思います。

では、高知の企業経営者の中で話をする際に

何が語られるか。それは次の 2つです。事業、

プロジェクトの目的は何かということ、そして

問題解決と問題対処を区別するという 2つで、す。

事業、プロジェクトの目的というのは、その企

業の企業理念、存在意義のことであります。ま

た、問題解決というのは、事業の目的を達成す

る終わりなき改善、逃げないという決意でもあ

ります。気を抜けばすぐに表面を取り繕うだけ

の問題先送りという対処になってしまいます。

何を言いたいかといえば、私は高知県に必要な

ものは雇用であり、そのためには産業振興計画

を何としても成功させなければならない。その

ためには、いま一度産業振興計画の目的を明確

にし、その目的に向かう問題解決の仕組みでP

DC Aサイクルが回せているかをきちんと検証

しなければならない。逆に言えば、雇用という

目的達成を意識せずに問題対処に終始する、時

間稼ぎ、先送り事業ということも行政には起こ

り得るわけで、そこをきちんとチェックさせて

いただきたいと思います。

さて、私が考える尾崎知事の産業振興計画で

すが、私は高く評価しております。それは、こ

れまでの高知県の産業振興に関する取り組みが

雇用問題の解決につながっていなかったのに対

して、尾崎知事の産業振興計画が、問題解決に

向かつてプランを策定したことをすばらしいと

考えるからです。これまでの計画と違った点を

3つ挙げます。まず l点目は、産業振興に対し

て重点分野を絞ったこと。 2点目は、産業間の

連携に意欲的に取り組んだこと。 3点目は、多

くの県民の参加を促したことの 3点です。これ

までの産業振興策が高知県でうまくいかなかっ

た理由は、いごっそうという言葉がありますが、

みんなおらがおらがで自分の意見を主張して、

ほかの意見に耳をかさず、結果として横の連携

と情報共有が進まずに、当事者以外は無関心と

いうことで、すぐに壁にぶち当たったからだと

私は分析しています。

重点分野の選定という点に関しては、 1次産

業と関連産業の振興について、高知の強みと弱

み、利用すべき環境変化と克服すべき環境変化

を整理、分析して、論理的に打ち出した点が画

期的と思います。尾崎知事以前の本県の産業振

興策は、 1次産業に他の産業を連携させて産業

政策を進めるといった視点は乏しく、例えば商

工労働部は商工労働部だけで、農業振興部は農

業振興部だけで物事を考えていたのではないで

しょうか。県内にある世界的シェアを持つ先端

素材メーカー由来の先端分野や、上場企業の重

要な機械部品をつくる機械工業分野を重点に産

業振興を進めようとしていたのではないでしょ

うか。こういった認識の上で、工業団地の造成、

企業誘致、そして工学系人材育成のため、我が

香美市に高知工科大学が設立されました。

この先端分野、機械工業分野は、全国の都道

府県すべてが目指したものであり、大消費地か

ら遠く、交通インフラに弱点がある本県では苦

戦が続いたと認識しています。逆に、今ある高

知県の先端分野、機械工業は、そんなハンディ

を乗り越える知恵と工夫で生き延び、小さいけ

れどもニッチできらりと輝く企業、世界有数の

シェアを誇る企業が生み出されたことは高知の

誇りです。改めて、雇用という目的を達成する

ための 1次産業を主眼に置いた他産業との連携、

総合戦略で高知はいくんだというビジョンを強

く打ち出さねばなりません。高知の豊かな自然

と環境に優しいイメージが、高知の 1次産品の

強みであり、過疎地域を抱える雇用の受け皿と

して有望であるし、また先端的な高知県企業も、

その創業時は 1次産業を基盤としたことを改め
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て確認し、加工の分野での協力をビジネスチャ

ンスとして、一致団結して取り組む体制をいま

一度進めねばなりません。

では、正念場の年として、これまでの取り組

みを前進させ、地域に雇用を生み出すために何

がさらにつけ加えられなければならないか。そ

れは知事もよく御認識のとおり、ビジネスのア

イデアと新技術、人材の育成であります。多く

の事業者にとって、事業の拡大に関する新技術

やビジネスのアイデアを提供してくれるのが大

学の研究であり、県の研究施設であります。新

しいビジネスというものは、一人の天才的な経

営者が新しい発明をして創業というのもあるか

もしれませんが、現実的には、既存の企業が自

社の技術力をアップさせたり、販売方法を変え

ることで新たな顧客を見つけるなどして、雇用

をっくり出すのだと思います。また、異なる 2

つの技術、分野が出会うことで、新しいアイデ

アが見つかる場合もあります。例えば、農業の

分野を機械関係の技術者の目で見て、新しい商

品を開発したというようなことが高知でも起こっ

ています。

高知には、高知大学、高知県立大学、高知工

科大学がありますが、学部でいえば、人文学部、

教育学部、理学部、農学部、医学部、文化学部、

看護学部、社会福祉学部、健康栄養学部、工科

系のシステム工学群、環境理工学群、情報学群、

そしてマネジメント学部、それぞれ世界に誇る

実績があります。また、県の工業技術、農林水

産技術などの研究機関の研究成果も非常に優秀

です。しかし、所在地がぱらぱらで、研究成果

を評価したり新たな連携が生み出されて産業が

生み出されるというためには、よほど技術に精

通したコーディネーターが飛び回って、連携の

取り組みをしなければなりません。また、県内

企業が香美市の高知工科大学地域連携機構で相

談をし、さらに朝倉の高知大学国際・地域連携

平成23年7月4日

センターに行って相談する。また、県の技術に

関しては、ものづくり地産地消センターのある

布師団に行くというのは、時間的にもロスがあ

るのではと思います。

産学官連携会議が設置されることで、産学官

の取り組みも前進すると思いますが、私は会議

を設置するのではなく、どう考えても物理的に

1カ所に集まることが有効であると考えます。

その場所に行けば、大学や県の研究開発に関す

る連携窓口と各組織から派遣された担当コーディ

ネーターがいろんな相談に乗ってくれて、産学

官の垣根を越えたプロジェクトが生まれるとい

うことが理想的だと思います。先ほど高知県の

強みを伸ばしてという話をしましたが、安心・

安全の健康食品開発や医療・介護分野の機械製

品、観光に関する情報戦略など、高知の知の集

結による産業育成の取り組みには夢があると思

います。また地域課題の解決にも有効であると

思います。また、地域の産業を担う人材育成が

不可欠で、産業振興計画の成功も、意欲ある事

業者がどれだけ生まれるか、また地域をヲ｜っ張

る中核企業の人材を県内できちんと育成できる

かということが、これからの高知県の雇用を生

み出す上での必須条件となります。

改めて申し上げます。尾崎知事の産業振興計

画では、これまでのおらがおらがで目標が定ま

らないため、横の連携も情報共有も進まず、当

事者以外は無関心という形の産業振興策に陥る

ことになってはいけません。高知の特性をきち

んと生かすビジョンを持ち、県内の知恵を総動

員する体制をっくり、多くの人のパワーを集結

して前進する、私は今しかないと思っています。

そこで、高知県は永国寺キャンパスを社会貢献

する知の拠点として整備する構想を持っていま

す。私はその社会貢献という意味の 1番が、高

知の最大の課題である産業をっくり出すことだ

と思っていますし、知の拠点という意味は、い
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ろいろな県内の英知を集める仕組みのことだと

思います。

高知県の夢のある雇用創出のために、大学の

垣根を越えた組織づくりに加えて、県の研究機

関、さらには県内企業との共同研究、外部資金

導入など、産業振興センターがやられている業

務も永国寺キャンパスに加えて、産学官の垣根

をより低くした産業創出機能を新たにっくり出

すという形が望ましいと思うが、どうか、知事

にお聞きをいたします。

次に、今回新たな社会科学系学部の構想、があ

りますが、その学科に関することについてお聞

きします。私は、全国たくさんある大学で新た

に経済学系、経営系の学科をつくることに対し

て、何としても大学としての特色を出していた

だきたいと思います。私は経済学部の出身です

ので、経済学部についてのみお話をしますと、

今の経済学部の教育は、専門が細分化し過ぎて、

現実に起こっている社会の問題をうまくモデル

としてあらわせず、結果として課題を解決でき

ていないという気がしています。

新しい発想に立った経済系の学部設置という

ことですが、細かく細分化された最先端の研究

を広く僻轍し、さらに高知をフィールドに地域

の過疎や雇用問題の現実を実地検証しながら問

題解決に貢献する学部であるべきだと思います

し、そうでなければ他県の大学に埋没してしま

うと思うが、どうか、知事にお聞きをいたしま

す。

次に、人材育成についてお聞きします。構想

では、県内産業を担う人材育成として、卒業生

の一定数が高知の産業界の中核人材となって育

つことを想定していますが、現実の大学生は都

会志向といいますか、採用数の多い県外企業に

まず目が行くことが多いようです。また、就職

環境が厳しく就職できない学生がふえており、

就職率が高い大学、また上場企業にどれだけ入っ
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たかというランキングが大学の評価となってい

る現状がありまして、大学側も就職率を上げる

ことが目的化する傾向があります。県外の上場

企業へのパスポートを発行する大学というので

あれば、別に高知に新たにつくる必要はありま

せん。県費が使われるのであれば、高知で働く

意欲のある人材育成が中心lこならなければなり

ません。

この志願者数確保を目指した県外ブランド企

業就職への意識と、県内企業へ送り出す人材育

成という県民の要請は、なかなか折り合いがつ

かない問題ですが、このことについてどのよう

な対策を考えているか、文化生活部長にお伺い

いたします。

以下は要請です。 2007年ごろに、日本の大学

への入学希望者総数が入学定員総数を下回る状

況が生まれたと言われております。人口減少を

迎える日本に、これだけの大学が要るのかとい

う議論はますます強くなると思います。雇用創

出と地域課題解決に関する大学の役割は、高知

県にとってはますます大きくなっていきます。

何としても地域に大学を残すため、これまで以

上の努力をお願いいたします。県民が気軽に永

国寺に足を運び、企業が新事業や新商品の開発

の相談をし、市民グルーフ。が財務や運営に関す

る専門分野を相談する。大学生にとっては職業

意識を、県民にとっては新たな課題解決の仕組

みを、学生と県民、企業、そして研究者の交流

が生まれる希望の持てる知の拠点となることを

期待します。

次に、産業を担う人材のUターンの現状につ

いてお聞きします。高知県では仕事がなし、から、

高知に帰りたくても帰れないということをよく

聞きます。一方で、県内資本の高知県企業では、

幹部候補生となる優秀な人材を採用することが

難しいという全く逆の話を聞くことがあります。

ここで企業が希望するのは、組織人としての資

戸＼
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質やビジネスマンとしての発想と感性を持った

人材ということで、企業側が将来を託すために

必死に探している人材です。私が調べた、毎年

定期的に従業員を採用している県内資本の会社

約50社は、昨年は約320人の採用計画があった

にもかかわらず、採用できた人数が230人。約

100人の雇用枠が埋まりませんでした。このこ

とは、長期的には県内企業の力を弱めていきま

すし、県全体の活力を弱めることにもつながっ

ていきます。

こうした企業の人材確保に関して、県内大学

の新卒者採用は比較的うまくいっていると聞い

ています。しかし、高知県では、県内の高校生

の大多数が県外の大学に進学するという実態が

あり、さらにそうした学生の多くが高知県に帰

らず、そのまま県外で就職しているのではない

かと考えられるところです。私は私立の進学校

と言われる高校の出身ですが、高知で働いてい

る同級生は 3割もいないのではと思います。実

態がきちんと把握できれば、対策もとれるので

はと思います。そこで、高知県では、県内の高

校から県外大学に進学した学生がどれくらいの

割合で高知に帰ってきているかという数字を把

握しているでしょうか。高校まで高知県民がお

金をかけて大切に育てた人材ですので、できる

だけ多くの学生が高知県の産業界に貢献してく

れればと思います。

県では、県外の大学に進学した学生の県内就

職についてどのように考えているのか、またそ

の状況を把握しているのか、知事にお聞きをい

たします。

また、県は、県外の大学に進学した学生への

Uターン情報について支援事業を始めたという

ことですが、まだまだ不十分であると思います。

といいますのは、高知県に残った親御さんのほ

うが、県外に出たお子さんに向かつて、高知は

景気が悪いから都会で頑張れ、高知には帰って

169-

平成23年7月4日

くるなと言っているような状況があるというこ

とです。県の産業振興計画を推進する人材を確

保するためには、希望の持てる高知県というビ

ジョンを県外大学に在学する高知県出身者にも、

また高知県内に住む保護者の方にもさらに PR 

していく必要があると思います。

県外に出た優秀な人材は、ーたび県外で就職

すると、県外で成功している分高知に帰ってく

るモチベーションは余りありません。よほどの

熱意が伝わらなければ、産業振興計画を成功に

導く人材は帰ってこないと思います。県として

どのように取り組むのか、知事にお聞きいたし

ます。

次に、南海地震対策につきまして危機管理部

長にお聞きをいたします。今回の議会でもいろ

いろな質問がありましたが、私からは情報処理

と防災拠点という観点で御質問させていただき

ます。これから起こるであろう南海地震ですが、

東北の津波と同じものが高知を襲うとしたら、

どのような形で被害を最小限にするか。そして、

72時間の壁という言葉がありますが、どれだけ

迅速に被災者の救援に当たるかということに対

して、早急に取り組まなければなりません。さ

て、県は、南海地震応急対策活動計画を策定し、

初動対応から 1カ月までの計画を詳細につくっ

ております。地震が起これば、災害対策本部と

災害対策支部が自動設置となっており、本部事

務局員が直後にやる業務が幾っか定められてい

ます。私はその中でも、津波警報の沿岸市町村

への伝達と、被災情報の収集と分析について県

の責任は重いと考えております。

津波警報の沿岸市町村への伝達ということで

すが、災害対策基本法第60条、市町村長の避難

の指示等の第 5項に、「都道府県知事は、当該

都道府県の地域に係る災害が発生した場合にお

いて、当該災害の発生により市町村がその全部

又は大部分の事務を行うことができなくなった
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ときは、当該市町村の市町村長が第 1項、第 2

項及び前項前段の規定により実施すべき措置の

全部又は一部を当該市町村長に代わって実施し

なければならない。」とあり、要するに緊急事

象では避難指示を知事が代行しなければいけな

いということが定められています。東日本大震

災では、自治体機能が壊滅した事例もあったわ

けですから、間違いのない準備が必要です。ま

た、被災情報の収集と分析ですが、被災者の72

時間以内の救出ということを考えれば、あらゆ

る機関との情報共有をし、重傷者や孤立避難

地域などの確認、救援方法、救援経路の選定な

ど、子順よく動ける情報分析能力も重要となり

ます。

高知県南海地震応急対策活動計画では、地震

発生後すぐに危機管理部の職員が、総括班とし

て災害対策本部を設営します。この時点でまず

第一にやることが、電源の確保、通信の確保で

あります。危機管理部では、万全の対応という

ことで、停電時には非常用発電機、通信の不調

に対しても防災行政無線や衛星携帯電話で対応

となっております。一方で、活動計画では県庁

本庁舎に設置できないことも想定し、その場合

は北庁舎に設置、さらに使えなければ警察本部

庁舎に設置となっております。本庁の電源と通

信機能を確認し、だめならば第 2候補を調べる

という手順でしょうか。想定外を想定するとい

うことではありましょうが、地震発生後は命に

かかわる一分一秒が惜しい緊急事態です。しっ

かりした、県民から安心される準備が必要であ

ると思います。

また、本部設置後の第 1回災害対策本部会議

までの目安が定められていて、勤務時間内の地

震発生であれば 1時間以内に、勤務時間外であ

れば 2時間以内に会議を開催することになって

おります。勤務時間外であれば、職員は自家用

車は利用せず、家族の安全の確認後、徒歩、自
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転車またはオートパイでの参集になっておりま

す。高知市では、広範囲の浸水も想定されてい

ますので、土日、夜間など勤務時間外の時間帯

に地震が起きた際には、相当厳しい人員で初動

対応をせねばなりません。地震がいっ起きるか

はだれもわからないことですが、県庁の業務時

間であるかどうかで県民の安心－安全に格差が

あってはいけないと思います。そのためにも災

害対策本部は、確実に電源と情報収集、伝達の

ための通信が確保され、人員も最低限の機能が

発揮できる体制であり、初動対応がしっかりと

行える体制づくりが必要だと考えます。

県民に約束できる初動対応についての具体的

な対策についてお聞きをいたします。

次に、情報収集、分析能力についてお聞きを

いたします。情報収集については、市町村、警

察、消防、そして自衛隊と、それぞれが情報収

集しており、また県民からの道路や河川の状況、

そして避難状況なども入ってきます。東日本大

震災では情報が錯綜して、自衛隊と消防が同じ

被災者を助けに行って、後から行った部隊が何

もせずに帰ることになるなど、幾っか時間的ロ

スがあったとも聞いております。各組織が効果

的に活動するためには、組織閣の連携とともに、

地理的な情報などについてフォーマットを共有

して、共通認識を持って活動することが重要に

なってくると考えます。

組織間での情報共有を促進するための具体的

な取り組み状況についてお聞きします。

また、多くの情報は、一遍に災害対策本部に

集中することになると思います。各被災地から

重要な情報を伝えようとした際、本部が話し中

でつながらない、もしくは電話を受ける人員が

足らずにつながらないということがあってはい

けませんO

災害対策本部の確実につながる防災行政無線

と衛星携帯電話の現状での回線数、また電話を
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受ける人員体制の取り組みについてどうか、お

聞きをいたします。

次に、県内 5カ所の災害対策支部についてお

聞きします。災害対策支部の役割は、本部事務

局と連携し、管内の被災状況の収集・把握、ま

た市町村災害対策本部への情報の確認や支援と

あります。設置される場所は、安芸、中央東、

中央西、須崎、幡多のそれぞれ土木事務所に設

けられることになっております。情報収集に関

しては、河川や砂防そして交通インフラに関す

るプロ集団ですので理解はできますが、津波の

被害を受ける場所もあることから、機能を十分

発揮できないのではという心配もあります。

市町村支援の拠点である災害対策支部につき

ましては、設置場所などその機能が十分に発揮

できるようにしておくことが必要だと考えます

が、東日本大震災を踏まえた検討の状況につい

てどうか、お聞きをいたします。

また、今回の東北の地震では、被災者を救援

するための道路が瓦れきに埋もれて通行できな

くなりましたが、重機で撤去しようにも燃料が

なくて動かないということがありました。また、

地震後に力を発揮したヘリコプターですが、そ

の力を100%発揮してもらうためにも、燃料補

給と整備が行える、地震の被害を受けない拠点

整備も不可欠です。

津波の被害のない土地での燃料の備蓄とヘリ

コプターの給油、整備基地についてどうか、お

聞きをいたします。

最後に、被災者の受け入れに関する市町村の

連携と避難所づくりについてお聞きをいたしま

す。高知県下には34市町村がありますが、海に

面している市町村が19自治体、面していない市

町村が15自治体となっており、人口でも圧倒的

に海に面した自治体が多くなっております。ー

たび津波が襲えば、一時的には10万人を超える

避難者も想定できます。海を抱えた自治体では、
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被災者である職員自身が同じ自治体の被災者を

助けるという状況となり、自治体職員の皆様方

は、御自分の御家族が被災している中での救援

活動となります。海のない自治体は、もちろん

山津波や孤立集落の対応をしなければならない

のですが、同時に津波の被害を受けたほかの市

町村住民も助ける必要があると考えます。市町

村の職員数も限られていますし、津波の被害を

受けた．自治体職員が人命救助に専念できるよう、

避難所の運営などは中山間地域の自治体が引き

受けるような取り組みも必要と考えます。

中山間の自治体には、廃校になった学校の校

舎など、少し手を入れるだけで避難所となり得

る施設がたくさんあります。また、仮設住宅の

建設も相当大きな数が必要と思われますが、建

設するよりも、中山間地域の空き家を修理する

ことなどにすれば安上がりですし、地元の大工

さんなどを活用すれば地域のお金の流れもつく

れます。高知県として、廃校となった学校や附

属する寮など、少し手を入れるだけで避難所機

能が発揮できる場所を調査し、周辺の空き家な

どにも手を入れて、いざというときの避難所と

して、また地震発生までは町と中山間の方々の

交流の場として整備する取り組みが有効と考え

ます。また、避難所生活によるストレスで病気

になる方もいらっしゃるようですが、顔見知り

がいて、日ごろからなじみの土地への避難とい

うことになれば、少しはそのストレスも軽減で

きると思われます。

海と山を結ぶ災害に備えた拠点づくりについ

てどうか、お聞きをいたします。

以上で第 1聞を終わります。

（知事尾崎正直君登壇）

0知事（尾崎正直君） 依光議員の御質問にお答

えをいたします。

まず、永田寺キャンパスに産学官の垣根をよ

り低くした産業創出機能を持たせるべきではな
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し、かとのお尋ねがございました。産学官連携に

つきましては、本年 5月に、県内の大学や産業

界などとともに高知県産学官連携会議を設立し、

相互の情報共有や交流を通じ、新たな産業創出

のための具体的なプロジェクトの実施に共同で

取り組むこととしておりまして、産学官連携を

推進する機運を今高めておるところでございま

す。そうした中でありますけれども、永国寺キャ

ンパスにつきましては、平成20年度に取りまと

めた県立大学改革プランや、昨年 3月の県立大

学にかかる永国寺キャンパス検討会の報告を受

けまして、県と関係する大学で永国寺キャンパ

ス整備等検討チーム会を立ち上げ、社会貢献す

る知の拠点として社会科学系学部の設置や社会

人教育の充実などについて具体的な検討を進め

てまいりましたO

その中では、これまで各大学が取り組んでき

た社会貢献活動を大学問連携のもとでさらに充

実させるため、永国寺キャンパスに共通の窓口

として産学官連携や地域連携のためのセンター

を設置することとしたいと考えておるところで

ございます。このセンターを中J心としまして、

社会人教育の企画立案等を行いますとともに、

御指摘のように県の研究機関や産業振興センター

とも連携しながら、県内企業との情報交換や交

流、技術開発、共同研究や受託研究の推進、人

材育成などの産学官連携の取り組みを進めてい

きたいと考えております。あわせまして、地域

再生や地域づくりに関する研究、情報交流など

の地域連携の取り組みも行っていきたいと考え

ておるところです。今後、永国寺キャンパスが

地域に聞かれた産学官連携の拠点としてその機

能を十分発揮し、産業振興計画の推進にも貢献

できるキャンパスとなるよう努めてまいりたい

と、そのように考えております。

次に、永国寺キャンパスに設置する新たな社

会科学系学部についてお尋ねがありました。新
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たな社会科学系学部については、県の産業振興

や地域経済の活性化に資する人材の育成と県内

高校生の進学先の拡充、これを目的とし、ひい

てはより多くの若者の県内定着をも視野に入れ

まして、経済学の専門家の御意見もいただきな

がら、構想案の検討を行ってまいった次第であ

ります。構想案では、経済システム系と経営シ

ステム系を含んだ学部を考えておりますが、経

済、経営はもちろん、法律、情報処理なども含

め、幅広い社会科学系の分野にわたりまして基

礎的な力を身につける教育を行うこととしてお

ります。そして、その上で高知をフィールドに

した地域の課題解決や地域づくりの教育研究、

また先進的分野の教育研究などを行うといった

特色を出していくこととしております。今後、

新たな社会科学系学部が地域の再生や発展に貢

献できる人材を育成できる魅力的な学部となる

よう、学部を設置する高知工科大学とともに、

具体化に向けた検討を急いでいきたいと考えて

おります。

県外の大学に進学した学生の県内就職、いわ

ゆる Uターン就職の状況をどう考えているか、

またその促進に向けた情報発信についてお尋ね

がありました。関連しますので、あわせてお答

えをいたします。大学生のUターン就職の実態

につきましては、ことし 4月に高知労働局と連

携して、県内の民間企業216社と、県、市町村、

一部事務組合69団体を対象に、今春の新規大卒

者の採用に関するアンケート調査を行いました。

回答いただきました184の企業、団体が採用し

た643人のうち、 Uターン就職をした方は、そ

の半数に当たる327人でございました。この人

数は、 4年前に県外大学に進学し、この春に卒

業・就職をしたと思われる県出身者の 2割にも

満たないものとなっております。また、県内に

は世界的に事業展開している企業やすぐれた技

術力を持った企業が数多くありますけれども、

｛＼ 
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議員のお話にありますように、こうした企業が

将来の核となる若い優秀な人材を十分に確保で

きていないという状況もお伺いをしておるとこ

ろであります。

県外大学に進学した学生の相当数が、そのま

ま県外で就職をしているという状況を考えます

と、これに対処する方向は 2つだと考えており

ます。第 1に、県内の大学への進学、こちらを

ふやすようにする。そのために進学先を県内に

確保するということかと考えております。この

ため、県内高校生のニーズの非常に高い社会科

学系の学部を新たに高知県内に設置をしていき

たい、そのことをまず第一に考えておるわけで

ございます。そして、第 2の方向は、一人でも

多くの学生にふるさとに帰ってもらうための取

り組みを強化することだと、そのように考えて

おります。

この第 2の点のために、まず何といいましで

も、産業振興計画や日本一の健康長寿県構想を

着実に実行することによって、県内に魅力ある

雇用の場を拡大していくことが重要であります

が、こうした取り組みとあわせまして、県内産

業を支える人材の確保に向けまして、県外に進

学した学生に、県内企業の情報や県内で働くこ

との魅力を粘り強く訴えていくことによりまし

て、 Uターン就職の促進を図るという取り組み

にも力を入れていかなければならないと、その

ように考えております。

そういうことで、昨年度から情報の発信を強

化し、 Uターン就職に向けての具体的な取り組

みを積極的に進めておるところであります。ま

ず、大学生に対しましては、県内外で開催する

就職相談会や県内就職に関する情報について、

ダイレクトメールでの送付を女台めたところであ

ります。あわせまして、民間の就職支援会社が

東京と大阪で開催する就職相談会にも県として

参加をし、学生からの相談に応じるとともに、
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産業振興計画の取り組みや県内企業の情報提供

などを行い、県内就職に向けた PRに努めてお

ります。また、学生の就職に大きな影響力を持

つ保護者の方々に対しましでも、県内で開催さ

れる大学の保護者会を通じて働きかけを行って

いるところであります。

さらに、高校生の段階では、企業実習や企業

見学等を通じて県内企業を知ってもらうととも

に、大学進学後も本県の情報が定期的に提供で

きるよう、高校 3年生全員に対しまして、県の

ポータルサイト「高知で暮らす。」への登録を

呼びかけているところであります。今後とも、

より多くの大学生に関心を持ってもらえるよう

な効果的な情報発信や、参加しやすい相談の場

の設定などに工夫を凝らしていきたいと考えて

おります。さまざまな機会をとらえまして、私

自身も強く呼びかけてまいりたいと、そのよう

に考えております。

私からは以上でございます。

（文化生活部長大崎富夫君登壇）

0文化生活部長（大崎富夫君） 新たな社会科学

系学部に関し、県内企業に送り出す人材育成の

ための対策についてお尋ねがございましたO

新たな社会科学系学部につきましては、本県

の産業振興や地域経済の活性化に資する人材の

育成が設置目的の大きな柱の一つで、ございます。

そのため、経済・経営系を中心に幅広い知識と

基礎力を身につけ、地域の課題やその解決に向

けて高い関心と理解を持つ人材を養成していく

ことが重要だと考えております。こうしたこと

から、広く社会科学系分野にわたる教育を行う

ことはもちろん、高知をフィールドにした教育

も重視していくことといたしております。また、

県内企業でのインターンシップの拡充や、県内

各界で活躍する方々による講座などの実施、大

学の取り組みを地域に積極的に情報発信するこ

となどで、学生や大学と地域や県内企業などと
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の相互の理解を深めていくことも、人材の県内

定着にとって重要でございます。

こうした取り組みを行うに当たりましては、

新たな産業の創出などに向けた産学官連携や地

域再生の取り組みに加えて、大学における人材

育成につきましでも地域との連携が大切だと考

えております。今後は、こういった人材育成の

あり方やその取り組みにつきまして、新たな社

会科学系学部を設置する高知工科大学とともに

具体的な検討を進め、県内産業を担う人材育成

について積極的に取り組んでまいります。

（危機管理部長森部慎之助君登壇）

0危機管理部長（森部慎之助君） 南海地震対策

について、まず災害対策本部の電源、通信、人

員の体制についてお尋ねがございました。

南海地震が発生した場合には、速やかに災害

対策本部を設置し、情報収集と分析を行い、迅

速かっ的確な対応を行うこととしております。

災害対策本部で行います情報の収集・伝達手段

としまして、平成22年度に地上系防災行政無線

をデジタル方式で更新し、無線の回線数の確保

や中継所等の耐震化を行いましたO また、停電

に備えた非常用発電機も容量を増強して設置し、

災害発生時にも対策本部が十分な機能を発揮で

きるように改善をしました。さらに、万ーに備

えるため、非常用電源につきましては浸水によ

る被害への対策の強化も行うこととしておりま

す。

初動時の必要な人員の確保につきましては、

南海地震応急対策活動計画を策定し、勤務時間

であるかなし、かを問わず、速やかな人員の参集

と役割の明確化により、的確な初動対策が行え

るよう取り組むこととしています。特に、本部

事務局の総括班、通信・情報班、連絡調整班を

担う危機管理部の職員は、時間外であったとし

ても原則30分以内を目標に参集し、それぞれの

役割を果たすこととしております。また、南海
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地震などの発生に備え、初動の迅速化を図るた

め、現在危機管理部長は県庁近傍に居住をして

おり、速やかに登庁し指揮命令がとれる体制を

とっております。さらに、来年度からは、危機

管理部において 2名体制の宿日直を行い、 24時

間体制の確立を図り、より早い初動につなげて

まいります。この 2月には、応急対策活動計画

に基づ、き、警察や自衛隊など関係機関とともに、

災害対策本部における情報の収集、伝達など初

動対応を中心に図上訓練を行いました。このよ

うな訓練を繰り返し、計画や体制を検証し不断

の改善を行ってまいります。

次に、地理的な情報を組織間で共有するため

の具体的な取り組みについてお尋ねがございま

した。南海地震発生後はさまざまな情報が錯綜

することが想定され、これらの情報を正確にか

っ迅速に整理し、警察、消防、自衛隊等ととも

に被害の全容を把握し、各機関がしかるべき対

応を行うことが重要であると考えております。

これら情報の共有化を図るためには地図が基本

となることから、自衛隊が作成している地図を

参考に、土木事務所の管内図に 1キロメートル

の格子、升状のメッシュでございますが、それ

を表示した災害対策用地図を昨年度末に作成し

ております。この地図は、県内の地理に不案内

な自衛隊などの応援部隊が、被害地域や避難場

所について、地図の格子番号により、おおむね

の位置を確認しやすいように工夫をしたものに

なっております。

また、電話等により入ってきた情報を整理し

やすくするために、各機関が共通して使えるよ

う、必要な項目をあらかじめ記載した情報記録

用紙も作成をしております。こうした地図や記

録用紙は平時から各機関に配布し、図上訓練等

で活用することにより、情報の共有と連携の強

化に努めるとともに、地震発生後にはこれを活

用し、実際の応援部隊の応急対策の迅速化と確

~ 
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実な活動につなげていきたいと考えております。

次に、防災行政無線、衛星携帯電話の現状で

の回線数と情報を受け取る人員体制についてお

尋ねがございました。情報の収集と伝達は、防

災対策を講じる上で最も重要なことと考えてい

ます。そのため県では、災害に強く、ふくそう

のない専用回線として、地上系と衛星系の 2系

統の防災行政無線を整備しているほか、衛星携

帯電話も配備し、情報の収集と伝達に当たるこ

とにしております。まず、防災行政無線の地上

系は、県庁本庁と地域の防災の拠点となります

土木事務所や福祉保健所などの出先機関や県内

すべての市町村、消防本部のほか自衛隊や海上

保安部、災害時の拠点病院などの防災関係機関

をネットワークしており、これら関係機関の通

信に必要な回線としまして合計220回線を確保

しております。次に、衛星系は、県庁本庁と全

国都道府県や全国知事会、さらには消防庁など

県外との通信のため、 20回線を確保しておりま

す。また、衛星携帯電話は、危機管理部の防災

作戦室に 5台を配備しておりますほか、県内の

各福祉保健所や各土木事務所にも21台、合計26

台を配備しております。

さらに、県庁や市町村役場に固定をしており

ます通信設備の被災に備えまして、防災行政無

線のネットワークのもとで、ふくそうせず通信

が可能な携帯型の通信機器や衛星系の通信機器

を出先機関に配備し、県職員が市町村の支援業

務に携行して、災害対策本部等との通信を確保

するための検討も行っておるところでございま

す。こうした通信システムの構築に加えまして、

情報の収集や伝達、さらには分析に要する人員

体制も非常に重要となってまいりますので、災

害対策本部設置時には、危機管理部の大半の職

員をこうした業務に充てることとしております。

さらに、職員には、機器の操作訓練や本部の運

営訓練を通じて対処能力全般の向上を図るなど、
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体制の強化に努めているところでございます。

次に、災害対策支部の設置場所等、その機能

が十分発揮できるようにしておく必要があるの

ではとのお尋ねがございました。災害対策支部

は、いち早く地域の被災情報を収集・分析し、

災害対策本部へ情報提供するとともに、市町村

や関係機関と一体となって救助活動や避難者支

援、復旧活動などを行うものでございます。現

在、災害対策支部は県内 5カ所の拠点土木事務

所に設置することになっており、このうち、津

波の浸水区域に所在する支部は、安芸、須崎の

2つの支部でございます。この 2つの支部が入

る庁舎は、地域住民の津波からの一時避難場所

ともなっていることなど、重要な役割を担って

います。このため、現在の場所において支部機

能を発揮させなければなりません。

今回の東日本大震災を受け、安芸支部の入る

予定の安芸総合庁舎は、自家用発電機を 6階に、

電話、無線等の配電分配装置等を 5階に、駐車

場を 3階にするなどの設計の見直しを進めるこ

ととしております。また、須崎支部につきまし

ても、支部事務スペースは 4階、 5階に確保し

ておりまして、非常用発電機も屋上に配備をし

ております。今後は、機動力確保のための駐車

場等の検討を行っていくこととしております。

次に、重機用燃料の備蓄やヘリコプターの給

油及ひ守整備基地についてお尋ねがございました。

南海地震が発生した際には、強い揺れや大津波

などにより、県内の広範囲にわたって甚大な被

害が発生をしますし、東海から九州に至る超広

域的な災害になると考えております。このため、

応急救助、道路啓開などはもちろん、応急復旧

についても県外から大規模な体制での支援を受

けなければなりません。このような支援をより

効果的に受けられるようにするためには、県と

して、まず受け入れを円滑に行い、迅速に活動

が行える、いわゆる受援力を高めておく必要が
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あります。

そのため県では、高知県南海地震対策行動計

画の取り組みとして、平成21年度には、災害時

に支援を受け入れるための拠点として活用が可

能な既存施設の調査を行い、平成22年度からは

この施設について、津波などの被害を受けない

場所なのか、道路等の交通の確保はできるのか、

ヘリコプターの活動拠点として必要な機能が具

備できるのかといったことを整理の上、県内全

域にどのように配置をすればよし1かとの検討を

行っているところでございます。また、このよ

とこの避難者を安全に十分収容できる容量につ

いて整理し、被災市町村だけで対応できない避

難者につきましては、広域的な受け入れのため

の枠組みを検討しなければなりませんO 県とし

ましては、避難者の対応の主体であります市町

村とともに仕組みづくりに取り組んでまいりま

す。また、このような市町村の枠組みを超えた

避難につきましては、お話にございましたよう

に、日ごろからの地域聞の交流も重要でありま

すので、そうした機運を高めていくために、自

主防災組織聞の連携を深めながら、お互いに支

うな広域防災拠点の整備につきましては、超広 ｜ え合う仕組みづくりを進めてまいりたいと考え

域災害への備えとして国として取り組んでいた ｜ ております。

だくことが必要でございますので、国に対しま I os番（依光晃一郎君） 丁寧な御答弁ありがと

して 5月18日に政策提言も行ったところでござ

います。なお、重機用の燃料の備蓄につきまし

ては、被災の範囲が広範囲にわたり地域地域で

確保する必要がありますので、平成20年 2月に

高知県石油業協同組合との協定を行いまして、

燃料の確保が行える仕組みをつくり、対応を行

うこととしております。

最後に、沿岸部と中山間地域の市町村が連携

し、避難者を受け入れるための仕組みづくりに

ついてお尋ねがございました。南海地震発生に

よる本県での避難者数は、約25万人に達すると

想定をしております。津波で、浸水した区域内に

ある避難所の多くが使用できなくなることから、

これら避難者の受け入れ対策は早急に取り組ま

なければならない課題であると認識をしておる

ところでございます。現在、県内の市町村では、

災害時相互応援協定を締結し、食料や飲料水の

ほか、避難者の受け入れなどについて協力し合

う仕組みになっていますが、複数の市町村が同

時に被災するなど広域的な災害が発生し、大量

の避難者に対して実践的で具体的な対応には、

課題が多くあると考えております。

このため、市町村ごとに想定される避難者数

-176-

うございました。

永国寺キャンパスの社会に貢献する知の拠点

構想、は、多くの県民が注目しております。高知

の山積する課題を解決するためには、知の拠点

に志ある人間が集って、問題対処ではなく問題

解決のための知恵を出し合うことが必要である

と思います。産学官連携という言葉は、十数年

前から使われていた言葉だと思いますが、いま

だに使われていることを考えますと、仕組みだ

けの連携で、問題解決のために人と人が意気投

合するといった形での連携ができていなかった

のではなし、かと思います。県内多くの知恵と情

熱が集う場所としての知の拠点構想に改めて期

待をいたします。また、高知県の産業を支える

人材の確保ということに関しては、中長期的な

視点を持って、粘り強く継続的な取り組みをお

願いしたいと思います。

そして最後に、地震対応についてですが、初

動対応における危機管理部の仕事の負担を少し

減らせないかと感じています。想定外の事態が

起こったときに全力で取り組めるような余裕を

残すことを目的として、今想定している業務の

役割分担を再検討することで、結果的に多くの

一＼
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人命を救助することにつながるのではと思いま

す。例えば、初動対応の情報収集業務、コール

センター業務は、本部と確実に通信できるのな

ら、高知市以外の県庁出先機関などに丸投げ、し、

そこから送られてくる一定整理されたデータの

情報分析や判断に集中するというようなことで

す。今回いろいろ調べる中で、危機管理部の部

長が勤務時間外の緊急時に備えてすぐ登庁でき

るよう県庁近くにお住まいを移したとお聞きし

ました。私は深く感銘を受けたと同時に、心強

く思ったことをつけ加えさせていただきまして、

私の一切の質問を終わります。（拍手）

O議長（中面哲君） 暫時休憩いたします。

午前11時休憩

午後 1時再開

。議長（中面哲君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。

7番明神健夫君。

( 7番明神健夫君登壇）

07番（明神健夫君） お許しをいただきました

ので、通告に従い質問をさせていただきます。

最後の質問者ということで重なる質問があり

ますが、県民の皆さんの声でありますので、よ

ろしくお願いします。まず初めに、このたびの

東日本大震災で犠牲となられました皆様、その

御遺族の皆様、そして被災された皆様に心から

お悔やみとお見舞いを申し上げますとともに、

一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

また、山本広明議員の御逝去を悼み、謹んで

お悔やみ申し上げますとともに、御家族の皆様

の御心痛をお察し申し上げ、心から御冥福をお

祈り申し上げます。

平成23年7月4日

続きまして、防災計画の抜本的な見直しにつ

いてでありますが、 3月11日に発生しました東

日本大震災は、岩手県から茨城県沖の南北約

450キロメートル、東西約200キロメートルの震

源域で、 3つの断層が相次ぎ破断して巨大地震

となり、甚大な被害をもたらしました。千年に

一度と言われますマグニチュード9.0、国内観

測史上最大の東日本大震災では、津波がまさか

と思える内陸部にも押し寄せ多くの避難所や住

宅が押し流され、また斜面を38メートルも駆け

上がるなど、これまでの予測や想定は通用しな

くなりました。警察庁は、東日本大震災で命を

奪われました犠牲者の皆さんの92.5%の死因が

水死であることを明らかにされました。

一方、土佐湾沿岸でも、歴史時代に入って最

初の南海大地震とされるのが684年に起こった

白鳳南海地震であり、土佐ではおびただしい田

畑が沈下し、海となったことを示している記録

が残っております。また、今から304年前の

1707年に起こった宝永地震は、東海・東南海・

南海の 3つの震源域が連動して巨大地震となり、

宇佐では約13メートルもの津波が押し寄せたと

され、過去300年間で最も被害が大きかったと

いう記録も残っております。

毎日報道される、想定を超える東北の被災状

況の衝撃は大きく、県民からは過去の安政南海

地震マグニチュード8.4規模を前提として津波

高を想定している現在の避難場所が本当に安全

かという不安や疑問の声が出始めております。

また、東日本大震災で津波により浸水した区域

と同じように、海岸線からの距離が10キロメー

トル以内で、標高30メートル以下の地域が、本県

では全県士の6.8%に当たる486平方キロメート

ルあります。そして、その地域に総人口の62.6

%に当たります47万8000人が居住しているこ

とが、国土交通省の分析でわかりました。

こうした中、 6月26日に国の中央防災会議専




